
協議第４号 
 
   新市の事務所の位置について 
 
 新市の事務所の位置について承認を求める。 
 
  平成２１年 １月３０日 提出 

 
熊本市・植木町合併協議会会長 幸 山 政 史 

 
 
新市の事務所の位置について 

 
 
  新市の事務所の位置については、熊本市手取本町１番１号とする。 
 
 
  
   

 
平成  年  月  日    原案承認 ・ 修正承認 ・ 継続審議 
 



 
 
 
 



（市町村合併法定協議会運営マニュアル「基本編」より一部抜粋） 

 
○合併の方式 
 
  新設合併とするか編入合併とするかは、合併の法形式として最も基本的な事項であり、

その後の協議の土台をなすものであり、優先して論議されるべき事柄です。その一方、

大きな相違点があることから慎重に判断し、合併の状況がみえてきた段階で、衆議を尽

くして選択した方がよいとの意見もあります。 
  いずれの場合にせよ、合併に際しては、両市町が全て対等な立場で臨むことが必要で

す。近年の事例を見ると、「対等な精神での編入合併」ということを協議会で決定してい

るケースもあります（佐賀市、福島市など）。 
 ※下表【新設合併と編入合併の比較】参照 
 
◎ 市町村の合併は、地方自治法第７条に規定する『廃置分合』に含まれる概念です。 
 ・「廃置分合」とは、法人格の変動を伴う地方公共団体の区域の変化であり、合体、編入、

分割、分立のうち、少なくとも１つ以上の市町村の数が減少するものを「市町村の合

併」といいます。 
 ・市町村の合併は、その形態により「新設合併」と「編入合併」の２つに分けることが

できます。 
 

 
【新設合併】 

 
   Ａ町       Ｂ町 
 
 
        Ｃ町 
 
※ 近年の合併事例 

本渡市   牛深市   有明町 

  御所浦町   倉岳町   栖本町 

  新和町   五和町   天草町 

        河浦町 

 

        天 草 市 
 

（平成 18 年 3月 27 日 合併） 

 【編入合併】 
 
   Ａ町    編入    Ｂ市 
                  

 
        Ｂ市 
 
※ 近年の合併事例 

静岡市 
       編入     静岡市 

  由比町 
 

      静 岡 市 

（平成 20 年 11 月１日 合併） 

 

資 料 



【新設合併と編入合併の比較】 
 
 新 設 合 併           編 入 合 併           

定義 ２以上の市町村の区域の全部若しくは一部

をもって市町村を置くことで市町村の数の

減少を伴うもの。 

市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村

に編入することで市町村の数の減少を伴うもの。

法人格 新たに法人格が発生する。 編入する市町村の法人格が継続する。 

合併市町村の名称 新たに定める。 編入する市町村の名称となる。 

事務所の位置 新たに定める。 通常は編入する市町村の事務所の位置となる。 

市町村の長 消滅する合併関係市町村の長は失職する。 編入する市町村の長は変わらず、編入される（消

滅する）市町村の長は失職する。 

原

則

 
 
 
 

消滅する合併関係市町村の議会の議員は失

職する。 

合併市町村の定数による設置選挙を行う。 

編入する市町村の議会の議員は在任し、編入され

る（消滅する）市町村の議会の議員は失職する。

（合併による著しい人口増の場合は増員選挙を

行う。） 

議会の議員 

特

例

 
 
 
 
 
 
 
 

次のいずれかによることができる。 

①設置選挙において、新設合併の特例定数

（定数の２倍まで）とすることができる。

 

②合併関係市町村の議会の議員で合併市町

村の議会の議員の被選挙権を有すること

となる者は、最長２年間在任することがで

きる。 

次のいずれかによることができる。 

①増員選挙及びこれに続く最初の一般選挙にお

いて編入合併の特例定数とすることができる。

（増加分は編入された区域に配分） 

②編入される市町村の議会の議員で合併市町村

の議会の議員の被選挙権を有することとなる

者は、編入する市町村の議会の議員の残任期間

に限り、在任することができる。この場合、更

に最初の一般選挙において編入合併の特例定

数を採ることができる。 

原

則

 
 
 
 

消滅する合併関係市町村の委員（選挙による

委員、選任による委員）は全て失職し、新た

に選挙を行う。（選任による委員は農業委員

会法に基づき選任する） 

編入する市町村の委員はそのまま在任し、編入さ

れる（消滅する）市町村の委員は全て失職する。

農業委員会

の委員 

（合併市町村

に１つの委員

会を置くこと

とする場合） 特

例

 
 
 
 
 

合併関係市町村の委員（選挙による委員）の

うち、合併市町村の農業委員会の委員の被選

挙権を有することとなる者は10～80人の範

囲で、最長１年間、在任することができる。

編入される（消滅する）市町村の委員（選挙）の

うち合併市町村の農業委員会の委員の被選挙権

を有することとなる者は、４０人までの範囲で、

編入する市町村の委員の残任期間に限り、在任す

ることができる。 

特別職の職員 消滅する合併関係市町村の特別職の職員は、

全て失職する（新たに選任する）。 

編入する市町村の特別職の職員はそのまま在任

し、編入される（消滅する）市町村の特別職の職

員は全て失職する。 

条例・規則 消滅する合併関係市町村の条例・規則は全て

失効する（新たに制定する）。 

編入する市町村の条例・規則を適用する（合併に

伴い必要な改正を行う）。 

 



【市町村の合併の特例等に関する法律（合併新法）下での市町村合併の状況】 
※ 平成２１年８月８日までに官報告示を終えたもの 

合併年月日 新市町村名 合併関係市町村 合併形態

平成 18 年１月 10 日 高松市 高松市、牟礼町 編 入 

平成 18 年４月１日 弥富市 弥富町、十四山村 編 入 

平成 18 年８月１日 笛吹市 笛吹市、芦川村 編 入 

平成 18 年 10 月１日 高崎市 高崎市、榛名町 編 入 

平成 18 年 10 月１日 八女市 八女市、上陽町 編 入 

平成 19 年１月１日 本宮市 本宮町、白沢村 新 設 

平成 19 年１月 22 日 岡山市 岡山市、建部町、瀬戸町 編 入 

平成 19 年１月 29 日 みやま市 瀬高町、山川町、高田町 新 設 

平成 19 年２月 13 日 熊谷市 熊谷市、江南町 編 入 

平成 19 年３月 11 日 相模原市 相模原市、藤野町、城山町 編 入 

平成 19 年３月 12 日 木津川市 木津町、加茂町、山城町 新 設 

平成 19 年３月 31 日 宇都宮市 宇都宮市、上河内町、河内町 編 入 

平成 19 年３月 31 日 延岡市 延岡市、北川町 編 入 

平成 19 年 10 月１日 佐賀市 佐賀市、川副町、東与賀町、久保田町 編 入 

平成 19 年 10 月１日 屋久島町 上屋久町、屋久町 新 設 

平成 19 年 12 月１日 南九州市 頴娃町、川辺町、知覧町 新 設 

平成 20 年１月１日 高知市 高知市、春野町 編 入 

平成 20 年１月 15 日 豊川市 豊川市、音羽町、御津町 編 入 

平成 20 年３月 21 日 美祢市 美祢市、美東町、秋芳町 新 設 

平成 20 年４月１日 村上市 村上市、荒川町、山北町、神林村、 
朝日村 新 設 

平成 20 年４月１日 島田市 島田市、川根町 編 入 

平成 20 年７月１日 福島市 福島市、飯野町 編 入 

平成 20 年 10 月６日 熊本市 熊本市、富合町 編 入 

平成 20 年 11 月１日 伊佐市 大口市、菱刈町 新 設 

平成 20 年 11 月１日 静岡市 静岡市、由比町 編 入 

平成 20 年 11 月１日 富士市 富士市、富士川町 編 入 

平成 20 年 11 月１日 焼津市 焼津市、大井川町 編 入 

平成 21 年１月１日 藤枝市 藤枝市、岡部町 編 入 

平成 21 年３月 30 日 日南市 日南市、北郷町、南郷町 新 設 
※総務省自治行政局合併推進課提供 合併デジタルアーカイブより 

（編入合併：２０件、新設合併：９件） 



○合併の期日 
 
  合併の期日も合併の基本事項です。期日決定のポイントとしては、住民生活への影響、

合併時に予定される事務事業又は公的行事との関係、協議会の協議の進捗状況、首長・

議会議員の任期、合併時の事務処理・引継ぎの利便性等を総合的に勘案して判断される

べきものです。 
 

※ 合併新法に基づく特例措置（地方税の特例、地方交付税の額の算定の特例等）、

新市町村合併支援プランの支援策（政令指定都市の弾力的な指定等）を受ける

ためには、この法律が失効する平成２２年３月３１日までに合併することが必

要です。 
 
 
○新市の名称 
 
  協議の基本項目において最も意見が分かれることが予想される項目の一つです。 
 ■新設合併 
   両市町の法人格が消滅し、新たな法人格が発生するため、新市の名称を定める必要

があります。名称は、様々な機会に住民生活でも利用されますので、広く意見を求め

る必要があります。 
  ※名称の定めについては、法律上特に規定がないことから自由に定めることができま

す。 
 ■編入合併 
   編入される市町は消滅するが、編入する市町の法人格が残るため、名称は変更しな

くても良いことになります。 
 
 
○新市町村の事務所の位置 
 
 ■新設合併 
  両市町を廃止し、新市を発足させることになるため、新市の事務所（本庁）の位置を

定める必要があります。住民の利用に便利であること、交通の事情や他の官公庁等につ

いて考慮しながら協議を行います。 
 ■編入合併 
  通常では編入した市町の事務所の位置が新市の事務所の位置となります。 
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